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(57)【要約】
【課題】　携帯型情報端末を遠隔操作するとき、入力操
作に応答した操作音の不具合を解消した「電子装置、操
作音の出力制御方法および操作音の出力制御プログラム
」を提供する。
【解決手段】　携帯型情報端末１１０を遠隔操作可能な
電子装置１３０は、携帯型情報端末１１０における入力
操作に応答した操作音の設定を外部から行うことが可能
であるか否かを判定する設定可否判定部３９２と、入力
操作に応答して操作音を出力させるオン設定または操作
音を出力させないオフ設定を設定可能な操作音設定部３
９４とを有し、操作音設定部３９４は、設定可否判定部
３９２の判定結果に基づき、オン設定またはオフ設定を
制御する。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置であって、
　携帯型情報端末における入力操作に応答した操作音の設定を外部から行うことが可能で
あるか否かを判定する判定手段と、
　入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定
を設定可能な設定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づき、前記設定手段のオン設定またはオフ設定を制御する
制御手段と、
を有する電子装置。
【請求項２】
前記判定手段により外部から設定を行うことができないと判定された場合には、前記制御
手段は、前記設定手段を強制的にオフ設定にする、請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
前記判定手段により外部から設定を行うことができると判定された場合であってかつ前記
設定手段がオフ設定されている場合には、前記制御手段はさらに、携帯型情報端末の操作
音の設定をオフにするための設定制御信号を携帯情報端末に送信する、請求項１または２
に記載の電子装置。
【請求項４】
前記判定手段により外部から設定を行うことができると判定された場合であってかつ前記
設定手段がオン設定されている場合には、前記制御手段はさらに、携帯型情報端末の操作
音の設定をオフにするための設定制御信号を携帯情報端末に送信する、請求項１または２
に記載の電子装置。
【請求項５】
前記判定手段により外部から設定を行うことができると判定された場合であってかつ前記
設定手段がオン設定されている場合には、前記制御手段は、前記設定手段の設定をオフに
変更する、請求項１または２に記載の電子装置。
【請求項６】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置であって、
　携帯型情報端末における入力操作に応答した操作音の設定情報を検出する検出手段と、
　入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定
を設定可能な設定手段と、
　前記検出手段により検出された設定情報に基づき前記設定手段のオン設定またはオフ設
定を制御する制御手段と、
を有する電子装置。
【請求項７】
前記制御手段は、前記検出手段により前記設定情報を検出することができない場合には、
前記設定手段を強制的にオフ設定にする、請求項６に記載の電子装置。
【請求項８】
前記設定情報が操作音を出力する設定でありかつ前記設定手段がオン設定されている場合
には、前記制御手段は、前記設定手段の設定をオフに変更する、請求項６に記載の電子装
置。
【請求項９】
前記設定情報が操作音を出力しない設定でありかつ前記設定手段がオン設定されている場
合には、前記制御手段は、前記設定手段の設定をオフに変更する、請求項６に記載の電子
装置。
【請求項１０】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置であって、
　入力操作を受け付ける入力手段と、
　入力操作に応答して第１の操作音データを提供する操作音提供手段と、
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　前記操作音提供手段により提供された第１の操作音データ、および携帯型情報端末から
送信された第２の操作音データに基づき操作音を出力可能な出力手段と、
　前記操作音提供手段を制御する制御手段とを有し、
　携帯型情報端末を遠隔操作する入力操作があったとき、前記制御手段は、携帯型情報端
末から受信した第２の操作音データにより操作音が出力される期間と第１の操作音データ
により操作音が出力される期間とが重複するように前記操作音提供手段を制御する、電子
装置。
【請求項１１】
前記制御手段は、第１の操作音データによる操作音が出力される開始時を一定期間遅延さ
せる、請求項１０に記載の電子装置。
【請求項１２】
前記制御手段は、第１の操作音データによる操作音が出力される期間を、第２の操作音デ
ータによる操作音が出力されるまで延長させる、請求項１０に記載の電子装置。
【請求項１３】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置であって、
　入力操作に応答して第１の操作音データを提供する操作音提供手段と、
　前記操作音提供手段により提供された第１の操作音データ、および携帯型情報端末から
送信された第２の操作音データに基づき操作音を出力可能な出力手段と、
　携帯型情報端末から送信される音声データから第２の操作音データを識別する識別手段
と、
　入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定
を設定可能な設定手段と、
　前記設定手段がオン設定されておりかつ前記識別手段により操作音データが識別された
場合には、前記出力手段から第２の操作音データのみがが出力されるように前記出力手段
を制御する制御手段と、
を有する電子装置。
【請求項１４】
請求項１ないし１３いずれか１つに記載の電子装置と、当該電子装置に接続された携帯型
情報端末とを有する電子システム。
【請求項１５】
携帯型情報端末は、電子装置から前記設定制御信号を受信し、当該設定制御信号に基づき
操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定をする、請求項１４に
記載の電子システム。
【請求項１６】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力制御方法であって、
　携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入力操作に応答
した操作音の設定を外部から行うことが可能であるか否かを判定するステップと、
　前記判定ステップの判定結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を
出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップと、
を有する方法。
【請求項１７】
前記判定ステップにより外部から設定を行うことができないと判定された場合には、前記
制御するステップは、強制的にオフ設定にする、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力制御方法であって、
　携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入力操作に応答
した操作音の設定情報を検出するステップと、
　前記検出ステップの検出結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を
出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップと、
を有する方法。
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【請求項１９】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力制御プログラムであっ
て、
　携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入力操作に応答
した操作音の設定を外部から行うことが可能であるか否かを判定するステップと、
　前記判定ステップの判定結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を
出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップと、
を有するプログラム。
【請求項２０】
前記判定ステップにより外部から設定を行うことができないと判定された場合には、前記
制御するステップは、強制的にオフ設定にする、請求項１９に記載のプログラム。
【請求項２１】
携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力制御プログラムであっ
て、
　携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入力操作に応答
した操作音の設定情報を検出するステップと、
　前記検出ステップの検出結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を
出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップと、
を有するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型情報端末に含まれるアプリケーション等を遠隔操作可能な電子装置に
関し、特に、ユーザからの入力操作に応じて発生される操作音の出力制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンなどに代表される多機能型のポータブル装置の利用が増加してい
る。このようなポータブル装置が車内に持ち込まれたとき、ポータブル装置を、車両に搭
載された電子機器（以下、車載器という）に接続し、車載器においてポータブル装置に搭
載された機能を利用することが可能になっている。例えば、ポータブル装置と車載器とが
ＵＳＢケーブル等により接続されると、ポータブル装置のディスプレイに表示されている
アプリケーションの画像データおよび音声データが車載器へ転送され、車載器は、受信し
た画像データを自身のディスプレイに表示させ、また受信した音声データを自身のスピー
カから出力する。車載器のディスプレイ画面に設けられたタッチパネルをユーザが操作す
ると、操作位置の座標データがポータブル装置に送信され、例えば、ポータブル装置のア
プリケーションの起動やポータブル装置を介して通話をすることができる。
【０００３】
　一般の電子機器では、タッチパネル等の入力キーをユーザ操作したことに応答して、入
力が確実に行われたことを確認することができるように操作音または確認音を鳴動させて
いる。例えば、特許文献１では、入力キーに応じてキー確認音を鳴動させるとき、入力情
報が暗証番号、パスワード、ＰＩＮコードなどの秘匿性の高いものである場合には、確認
音の鳴動を停止させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１７７６３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　車載器は、上記したように、スマートフォンのようなポータブル装置が接続されたとき
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、ポータブル装置を遠隔操作することができる動作モードを備えている。また、車載器お
よびポータブル装置は、それぞれ独自に、ユーザからの入力操作に応答して操作音を出力
させる機能を備えており、かつ操作音を出力させるか否かのオン／オフを設定することが
できる。車載器側からポータブル装置を遠隔操作したとき、ポータブル装置から操作音デ
ータが送信されるか否かは、ポータブル装置側の設定に依存する。つまり、ポータブル装
置において、操作音を出力させる設定がオンにされていれば、ポータブル装置は、遠隔操
作されたとき、操作音に対応する操作音データを車載器に転送し、車載器は、スピーカか
ら操作音を出力する。一方、車載器側においても、入力操作に応答して操作音が出力され
るか否かは、ユーザ設定に依存し、操作音を出力させるオンに設定されていれば、車載器
は、それ自身で生成された操作音データによる操作音をスピーカから出力する。
【０００６】
　図１は、従来のポータブル装置が車載器に接続されたときの操作音の出力動作を説明す
るブロック図である。ポータブル装置２０と車載器１０が共に操作音を出力させるオン設
定されている場合、ユーザが車載器１０の画面に表示された項目をタッチ操作すると、入
力検出部１２によりタッチ操作の座標が検出され、操作音出力部１６は検出された座標に
基づきタッチ操作に対応する操作音データを音声合成部１８へ出力し、音声合成部１８は
、受け取った操作音データに基づきスピーカ３０から「ピッ」という操作音を出力する。
図２に示すように、ユーザの入力操作が成された時点から操作音Ｂ１がスピーカ３０から
出力されるまでの時間ｔ１は、約40msecである。
【０００７】
　一方、遠隔操作が可能な状態では、入力検出部１２で検出されたユーザの操作位置であ
る座標データは、ＵＳＢケーブル介してポータブル装置２０に送信され、ポータブル装置
２０は、受信した座標データに基づき入力操作があったことを認識し、入力操作に対応す
る操作音データを車載器１０へ送信する。ポータブル装置２０から車載器１０への音声デ
ータの送信は、パケット通信により行われる。車載器側の音声合成部１８は、パケット通
信により受信した音声データをバッファメモリに蓄積し、蓄積した音声データが一定量以
上になると、音声データの出力を開始する。このため、図２に示すように、ユーザによる
入力操作があった時点から時間ｔ２（例えば、約340msec）経過後に、車載器側のスピー
カ３０から「ピッ」という操作音Ｂ２が出力される。操作音Ｂ１、Ｂ２は、それぞれ音色
（周波数ｆ１、ｆ２）が異なることがあり、入力操作が１回しか行われていないにもかか
わらず、操作音Ｂ１、Ｂ２がピッピッと２度鳴ると、車載器に不具合が発生したかの如く
誤った認識をユーザに与えてしまう。
【０００８】
　このように、車載器側からポータブル装置２０を遠隔操作した場合、ポータブル装置側
から操作音が出力されるのかどうかは判らないため、車載器とポータブル装置の双方にお
いて操作音を出力させる設定になっていると、操作音が２度出力されてしまうことになる
。また、ポータブル装置２０からの音声を制限したい場合、すべての音声に対するボリュ
ームを制御することは可能であるが、操作音を個別に識別しこれを制御することは難しい
。さらに、車載器１０において操作音をオフに設定していたとしても、ポータブル装置２
０から操作音の音声データが転送されれば、車載器１０において操作音が出力されてしま
うため、ユーザが設定していた操作音の出力に従えない場合が生じてしまう。
【０００９】
　本発明は、上記従来の課題を解決し、携帯型情報端末を遠隔操作するとき、入力操作に
応答した操作音の不具合を解消した電子装置、操作音の出力制御方法および操作音の出力
制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る電子装置は、携帯型情報端末を遠隔操作可能であり、携帯型情報端末にお
ける入力操作に応答した操作音の設定を外部から行うことが可能であるか否かを判定する
判定手段と、入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させな
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いオフ設定を設定可能な設定手段と、前記判定手段の判定結果に基づき、前記設定手段の
オン設定またはオフ設定を制御する制御手段とを有する。
【００１１】
　好ましくは前記判定手段により外部から設定を行うことができないと判定された場合に
は、前記制御手段は、前記設定手段を強制的にオフ設定にする。好ましくは、前記判定手
段により外部から設定を行うことができると判定された場合であってかつ前記設定手段が
オフ設定されている場合には、前記制御手段はさらに、携帯型情報端末の操作音の設定を
オフにするための設定制御信号を携帯情報端末に送信する。好ましくは、前記判定手段に
より外部から設定を行うことができると判定された場合であってかつ前記設定手段がオン
設定されている場合には、前記制御手段はさらに、携帯型情報端末の操作音の設定をオフ
にするための設定制御信号を携帯情報端末に送信する。好ましくは前記判定手段により外
部から設定を行うことができると判定された場合であってかつ前記設定手段がオン設定さ
れている場合には、前記制御手段は、前記設定手段の設定をオフに変更する。
　さらに本発明に係る電子装置は、携帯型情報端末を遠隔操作可能であり、携帯型情報端
末における入力操作に応答した操作音の設定情報を検出する検出手段と、入力操作に応答
して操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を設定可能な設定
手段と、前記検出手段により検出された設定情報に基づき前記設定手段のオン設定または
オフ設定を制御する制御手段とを有する。
【００１２】
　好ましくは前記制御手段は、前記検出手段により前記設定情報を検出することができな
い場合には、前記設定手段を強制的にオフ設定にする。好ましくは、前記設定情報が操作
音を出力する設定でありかつ前記設定手段がオン設定されている場合には、前記制御手段
は、前記設定手段の設定をオフに変更する。好ましくは、前記設定情報が操作音を出力し
ない設定でありかつ前記設定手段がオン設定されている場合には、前記制御手段は、前記
設定手段の設定をオフに変更する。
【００１３】
　さらに本発明に係る電子装置は、携帯型情報端末を遠隔操作可能であり、入力操作を受
け付ける入力手段と、入力操作に応答して第１の操作音データを提供する操作音提供手段
と、前記操作音提供手段により提供された第１の操作音データ、および携帯型情報端末か
ら送信された第２の操作音データに基づき操作音を出力可能な出力手段と、前記操作音提
供手段を制御する制御手段とを有し、携帯型情報端末を遠隔操作する入力操作があったと
き、前記制御手段は、携帯型情報端末から受信した第２の操作音データにより操作音が出
力される期間と第１の操作音データにより操作音が出力される期間とが重複するように前
記操作音提供手段を制御する。
【００１４】
　好ましくは前記制御手段は、第１の操作音データによる操作音が出力される開始時を一
定期間遅延させる。好ましくは前記制御手段は、第１の操作音データによる操作音が出力
される期間を、第２の操作音データによる操作音が出力されるまで延長させる。
【００１５】
　さらに本発明に係る電子装置は、携帯型情報端末を遠隔操作可能でり、入力操作に応答
して第１の操作音データを提供する操作音提供手段と、前記操作音提供手段により提供さ
れた第１の操作音データ、および携帯型情報端末から送信された第２の操作音データに基
づき操作音を出力可能な出力手段と、携帯型情報端末から送信される音声データから第２
の操作音データを識別する識別手段と、入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定
または操作音を出力させないオフ設定を設定可能な設定手段と、前記設定手段がオン設定
されておりかつ前記識別手段により操作音データが識別された場合には、前記出力手段か
ら第２の操作音データのみがが出力されるように前記出力手段を制御する制御手段とを有
する。
【００１６】
　本発明に係る、携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力制御
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方法は、携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入力操作
に応答した操作音の設定を外部から行うことが可能であるか否かを判定するステップと、
前記判定ステップの判定結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を出
力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップとを有する。
さらに本発明に係る、携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力
制御方法は、携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入力
操作に応答した操作音の設定情報を検出するステップと、前記検出ステップの検出結果に
基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定または操作音
を出力させないオフ設定を制御するステップとを有する。
【００１７】
　本発明に係る、携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音の出力制御
プログラムは、携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末における入
力操作に応答した操作音の設定を外部から行うことが可能であるか否かを判定するステッ
プと、前記判定ステップの判定結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作
音を出力させるオン設定または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップとを有
する。さらに本発明に係る、携帯型情報端末を遠隔操作可能な電子装置が実行する操作音
の出力制御プログラムは、携帯型情報端末が電子装置に接続されたとき、携帯型情報端末
における入力操作に応答した操作音の設定情報を検出するステップと、前記検出ステップ
の検出結果に基づき、電子装置における入力操作に応答して操作音を出力させるオン設定
または操作音を出力させないオフ設定を制御するステップとを有する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、携帯型情報端末の遠隔操作が可能なとき、電子装置への入力操作に対
して不適切な操作音の出力を防止することができる。さらに、ユーザにとって違和感のな
い操作音を出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来の車載器の操作音の出力動作を説明する機能ブロック図である。
【図２】従来の操作音が出力されるタイミングを示す図である。
【図３】本発明の実施例に係る電子システムの構成を示す図である。
【図４】図３に示す情報端末の典型的な構成を示すブロック図である。
【図５】情報端末における操作音の設定動作を説明する機能ブロック図である。
【図６】図３に示す電子装置の典型的な構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施例による電子装置の操作音の設定機能を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施例の電子システムにおいてターミナルモードへの移行を説明するフ
ローチャートである。
【図９】本発明の実施例の電子システムにおいて電子装置から情報端末の操作音の設定を
遠隔操作するシーケンス例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施例に係る操作音の出力制御を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第１の実施例に係る操作音の出力制御を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施例に係る操作音の出力制御を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施例による電子装置の操作音の設定機能を示すブロック図で
ある。
【図１４】本発明の第３の実施例に係る操作音の出力制御を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第４の実施例に係る操作音の出力制御を示すタイミングチャートであ
る。
【図１６】本発明の第５の実施例による電子装置の操作音の設定機能を示すブロック図で
ある。
【図１７】本発明の第５の実施例に係る操作音の出力制御を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本発明の好ましい実施の
形態は、移動体としての自動車に搭載された電子装置に携帯型情報端末（以下、情報端末
という）が接続された電子システムを例示する。情報端末は、情報を処理することができ
るポータブルな装置であり、好ましくは、通信機能を備えた多機能型の端末であり、例え
ば、携帯電話機、スマートフォン、パームトップ型パーソナルコンピュータ、ラップトッ
プ型コンピュータ、ノート型コンピュータなどであることができる。情報端末は、外部ネ
ットワーク接続したり、音声通話をしたり、オーディオデータやビデオデータを記憶した
り、搭載したアプリケーションにより種々の機能を実行することができる。
【００２１】
　一方、車両に搭載された電子装置は、オーディオ／ビデオ再生機能、テレビ／ラジオ放
送受信機能、ナビゲーション機能などを含むことができる。電子装置は、有線または無線
によるデータ通信手段によって情報端末に接続され、両装置間において必要なデータが送
受される。データ通信手段は、特に制限されるものではないが、例えばＵＳＢケーブルに
よる接続、ブルートゥース（登録商標）等の近距離無線接続、無線ＬＡＮ、ＷｉＦｉなど
を用いることができる。
【００２２】
　好ましい態様では、電子装置は、情報端末と接続されたとき、情報端末を遠隔操作する
ことができる動作モードを有する。情報端末は、遠隔操作により起動されたアプリケーシ
ョンのオーディオ信号やビデオ信号を電子装置へ送信し、電子装置は、受信したオーディ
オ信号やビデオ信号を表示し音声出力する。
【実施例】
【００２３】
　図３は、本発明の実施例に係る電子システムの構成を示す図である。本実施例の電子シ
ステム１００は、情報端末１１０と、情報端末１１０が接続手段１２０を介して接続され
た電子装置１３０とを含んで構成される。好ましくは、情報端末２０として、通信機能を
備えた多機能型のスマートフォンが用いられるものとする。電子装置１３０は、ナビゲー
ション機能やマルチメディア機能を備え、さらにディスプレイ１３２およびスピーカ１３
４を備える。
【００２４】
　本実施例では、接続手段１２０は、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)ケーブルを用いるが
、これに加えて、ブルーツース等の他の無線通信を用いてもよい。接続手段１２０は、情
報端末１１０から電子装置１３０へ映像データを送信する信号線と、音声データを送受す
る信号線と、情報端末１１０と電子装置１３０間で制御データを送受する信号線とを含ん
でいる。後述するように、電子装置１３０が情報端末１１０を遠隔操作することができる
ターミナルモードで動作するとき、情報端末１１０および電子装置１３０は、映像データ
、音声データおよび制御データをターミナルモードの仕様で通信制御するための通信プロ
トコルをサポートする。
【００２５】
　図４は、情報端末の典型的な構成を示すブロック図である。情報端末１１０は、ユーザ
からの入力を受け取る入力部２００、接続手段１２０により電子装置１３０との接続を可
能にする通信接続部２１０、ディスプレイに種々の画像を表示する表示部２２０、音声を
出力する音声出力部２３０、外部のネットワークとのデータ通信、および公衆無線回線網
を介しての電話機との通話等を可能にする通信部２４０、制御部２５０、情報端末１１０
が保有するアプリケーション、プログラム等を格納するプログラムメモリ２６０、オーデ
ィオデータ、ビデオデータ、地図データなどを記憶するデータメモリ２７０、各部を接続
するバス２８０とを備えている。
【００２６】
　プログラムメモリ２６０には、種々のアプリケーションやプログラムが格納される。例
えば、オーディオデータやビデオデータを再生するアプリケーション、ゲームを実行する
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アプリケーション、音声通話を行うためのプログラム、通信部２４０を介してインターネ
ット上の情報をブラウズするためのプログラムなどが格納される。さらにプログラムメモ
リ２６０には、情報端末１１０と電子装置１３０とが接続手段１２０により接続されてい
るとき、電子装置１３０から送信されたコマンドを解読し、当該コマンドにより各部を制
御する拡張プログラムが含まれている。例えば、拡張プログラムは、電子装置１３０から
遠隔操作されたユーザ入力に応答してアプリケーションを起動し、実行されたアプリケー
ションに関する映像データおよび音声データを通信接続部２１０を介して電子装置１３０
へ転送する。
【００２７】
　さらに本実施例では、プログラムメモリ２６０は、入力部２００を介して行われる入力
操作に応答して操作音を出力させるか否かを設定するための操作音設定プログラムを備え
ている。操作音は、例えば、電話をかけるときに０～９の番号を選択したり、メニューな
どのキーの選択があったときに、その入力を確認するため発生される確認音である。
【００２８】
　図５は、操作音設定プログラムの機能ブロック図を示している。操作音設定プログラム
は、入力部２００を介して入力操作があったときに操作音を出力させるオン設定と、入力
操作があっても操作音を出力させないオフ設定を設定をするための操作音設定部２９０を
含む。操作音設定部２９０は、オン設定またはオフ設定された設定情報を保存し、この設
定情報は、入力部２００からのユーザ設定および電子装置１３０からの設定制御信号によ
って変更することができる。
【００２９】
　操作音設定プログラムはさらに、外部設定可通知部２９２を含み、外部設定可通知部２
９２は、情報端末１１０と電子装置１３０とがターミナルモードで接続されているとき、
電子装置１３０からの設定問い合わせ信号に応答して操作音の設定を外部から行うことが
できるか否かを示す設定可通知信号を出力する。電子装置１３０は、設定可通知信号に基
づき電子装置自身の操作音の設定を制御したり、あるいは情報端末側の操作音の設定を制
御するための設定制御信号を出力する。
【００３０】
　図６は、電子装置の典型的な構成を示すブロック図である。同図に示すように、電子装
置１３０は、ユーザからの入力を受け取る入力部３００、接続手段１２０により情報端末
１１０との接続を可能にする通信接続部３１０、ディスプレイ１３２に映像データを表示
させる表示制御部３２０、スピーカ１３４から音声を出力させる音声出力部３３０、種々
のメディアの再生等を実行するマルチメディア部３４０、制御部３５０、アプリケーショ
ン等を実行するための種々のプログラムを格納するプログラムメモリ３６０、オーディオ
データ、ビデオデータ、地図データなどのデータを記憶するデータメモリ３７０、各部を
接続するバス３８０とを備えている。
【００３１】
　マルチメディア部２４０は、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、メモリ媒体、データ
メモリ２７０などに記録されたオーディオデータやビデオデータを再生する機能、テレビ
放送やラジオ放送を受信・再生する機能などを有する。プログラムメモリ３６０には、ナ
ビゲーション機能を実行するアプリケーションやメディア部２４０を制御するプログラム
に加え、情報端末２０との間の通信接続を制御するプログラムや、情報端末２０がＵＳＢ
接続５０により接続されているときに情報端末２０を遠隔操作するための遠隔操作プログ
ラムなどが記憶される。なお、電子装置３０は、ナビゲーション動作に必要なＧＰＳ測位
情報、車速情報、方位情報などを受け取ることができる。
【００３２】
　さらにプログラムメモリ３６０は、入力部３００を介してのユーザからの入力操作に応
答して操作音を出力させるか否かを設定するための操作音設定プログラムを含む。図７（
ａ）は、操作音設定プログラムの機能ブロック図である。
【００３３】
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　図７（ａ）に示すように、操作音設定プログラムは、設定可否判定部３９２、操作音設
定部３９４および設定情報出力部３９６を含む。設定可否判定部３９２は、情報端末側の
操作音の設定を外部から制御することができるか否かを問合せる設定問合せ信号を情報端
末１１０に出力し、これに応答して、情報端末１１０から設定可通知信号を受け取ったと
き、設定可通知信号に基づき情報端末側の操作音を外部から設定できるか否かを判定する
。この判定結果は、操作音設定部３９４へ提供される。操作音設定部３９４は、電子装置
側の入力操作に応答した操作音を出力させるか否かを設定する機能を有し、この設定は、
入力部３００からのユーザ設定、または設定可否判定部３９２からの判定結果に基づき制
御される。操作音設定部３９４は、操作音を出力させるオン設定または操作音を出力させ
ないオフ設定の設定情報をメモリ等に保存するとともに、当該設定内容を示す設定信号を
音声出力部３３０へ提供する。設定情報出力部３９６は、設定可否判定部３９２の判定結
果および／または操作音設定部３９４の設定内容に基づき情報端末側の操作音の設定を制
御するための設定制御信号を出力する。
【００３４】
　図７（ｂ）は、音声出力部３３０の内部構成を示すブロック図である。音声出力部３３
０は、タッチパネル等のユーザによる入力操作を検出した入力検出信号に基づき操作音デ
ータを出力する操作音出力部３３２と、操作音出力部３３２から出力された操作音データ
、および電子装置１３０や情報端末１１０で生成された音声データを受け取り、これらを
合成する音声合成部３３４とを有する。
【００３５】
　操作音出力部３３２は、好ましくは、予め用意された１つもしくは複数種類の操作音デ
ータをメモリ等に記憶し、操作音設定部３９４からの設定信号に基づき操作音データの出
力を制御する。すなわち、操作音出力部３３２は、設定信号が操作音を出力させるオン設
定を表すときのみ、入力検出信号に対応した操作音データを出力する。
【００３６】
　次に、電子装置１３０のターミナルモードへの移行を図８のフローチャートを参照して
説明する。ターミナルモードとは、電子装置１３０が情報端末１１０を遠隔操作し、かつ
情報端末１１０から転送される音声データおよび映像データを出力することができる動作
モードであり、これを便宜上、ターミナルモードと称している。情報端末１１０がＵＳＢ
ケーブルを介して電子装置１３０に接続されると（Ｓ１０１）、ＵＳＢプラグ・アンド・
プレイにより相互に機器認識が行われる。次いで、電子装置１３０は、情報端末１１０に
対し当該情報端末がターミナルモードをサポートしているか否かを問い合わせる（Ｓ１０
２）。電子装置１３０は、情報端末１１０からターミナルモードに対応している旨の返信
を受けると（Ｓ１０３）、ターミナルモードで動作を開始する（Ｓ１０４）。同時に、情
報端末１１０もターミナルモードでの動作が可能になる。なお、ＵＳＢ接続が有効である
とき、情報端末１１０は、電子装置１３０からの電力供給を受けることができ、バッテリ
ーの充電が可能となる。
【００３７】
　ターミナルモードに移行されると、情報端末１１０のディスプレイに表示された画面情
報が電子装置１３０へ転送され、その画面情報が電子装置１３０のディスプレイ１３２に
表示される。ディスプレイ１３２には、電子装置１３０から遠隔操作が可能な情報端末１
１０のアプリケーションのアイコンやメニューなどが表示される。ディスプレイ１３２が
タッチパネル入力に対応している場合には、タッチパネルを介してユーザの入力操作（座
標情報）が情報端末１１０へ伝えられ、入力操作に応じた処理が情報端末１１０において
実行される。マウスやリモコンなどの他の入力インターフェースからの入力操作も同様で
ある。好ましくは、情報端末１１０から電子装置１３０へ転送される画面情報、および情
報端末１１０と電子装置１３０との間で送受されるコマンドや操作情報（タッチパネルの
座標情報など）は、ＲＦＢ（Remote Frame buffer）プロトコルを用いて通信制御され、
情報端末１１０から電子装置１３０への音声データは、ＲＴＰ（Real-time Transport Pr
otocol）を用いて通信制御される。
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【００３８】
　次に、本実施例の電子システムにおける操作音の出力制御について説明する。図９は、
電子装置側から情報端末側の操作音の設定を遠隔操作するときの基本的なシーケンスを示
している。
【００３９】
　電子装置１３０は、ターミナルモードに移行するとき、あるいはターミナルモードで動
作中に、情報端末１１０に対して、情報端末１１０が外部からの操作音の設定に対応して
いるか否かの設定問合せ信号を出力する。設定問合せ信号は、接続手段１２０を介して、
情報端末１１０の外部設定可通知部２９２に提供される。外部設定可通知部２９２は、操
作音の設定を外部から行うことができる場合には、設定問合せ信号に応答して設定可通知
信号を電子装置１３０へ提供する。他方、操作音の設定を外部から行うことができない場
合には、外部設定可通知部２９２は、設定問合せ信号に応答せず何も信号を提供しないか
、または、外部設定することができないことを表す設定可通知信号を電子装置１３０へ提
供する。電子装置１３０は、外部からの設定が可能であることを示す設定可通知信号を受
信した場合には、後述する種々の状況に応じて、操作音を出力させるオン設定または操作
音を出力させないオフ設定を可能にする設定制御信号を情報端末１１０へ送信する。
【００４０】
　情報端末１１０の操作音設定部２９０は、電子装置からの設定制御信号を受け取ると、
設定制御信号が操作音を出力させるオン設定であるか否かを判定し（Ｓ２０１）、保存さ
れた設定情報がオフ設定であれば、これをオン設定に変更する。これにより、情報端末１
１０は、入力部２００を介しての入力操作、および電子装置１３０からの遠隔操作に応答
して操作音データを発生し、操作音データは、音声データとして電子装置１３０へ送信さ
れる（Ｓ２０２）。一方、操作音を出力させないオフ設定である場合には、入力操作に応
答して操作音データは発生されない（Ｓ２０３）。
【００４１】
　図１０は、本発明の第１の実施例に係る操作音の出力制御の動作を示すフローである。
第１の実施例は、情報端末側の操作音を外部から設定できる場合である。電子装置１３０
の操作音設定部３９４は、電子装置自身の操作音がユーザ操作によってオン設定またはオ
フ設定されているかを確認する（Ｓ３０１）。この確認は、メモリ等に保存された設定情
報を読み出すことによって行われる。操作音設定部３９４は、オフ設定されている場合に
は（Ｓ３０２）、情報端末側の操作音が出力されないようにするため、設定情報出力部３
９６からオフ設定となる設定制御信号を情報端末１１０へ出力させる（Ｓ３０３）。情報
端末側の操作音設定部２９０は、当該設定制御信号を受け取ると、既設定された設定情報
と比較し、不一致であれば（Ｓ３０４）、オン設定からオフ設定に変更する（Ｓ３０５）
。
【００４２】
　第１の実施例では、電子装置１３０において入力操作に応答する操作音を出力させない
設定が成されている場合には、これに同調させるように情報端末側も操作音を出力させな
い設定にする。これは、操作音を出力させないことを望んでいるユーザの意思を尊重させ
、ユーザに違和感を与えないようにするものである。
【００４３】
　一方、ステップＳ３０２において、電子装置自身の操作音を出力させるオン設定である
ことが確認された場合には、図１１に示すフローに進む。操作音設定部３９４は、予め用
意された優先順位情報をメモリ等から読み出す（Ｓ４０１）。優先順位情報は、電子装置
１３０または情報端末１１０のいずれの操作音を出力させるのかを決定するものである。
好ましくは、電子装置が車載器である場合には、情報端末よりも高品質の音声を出力する
ことができる環境を備えていることが予想されるので、デフォルト状態では、優先順位情
報は、電子装置が選択されるように設定される。但し、この優先順位情報は、ユーザによ
って変更できるようにしてもよい。操作音設定部３９４は、電子装置が優先されるか否か
を判定し（Ｓ４０２）、電子装置が優先される場合には、情報端末側の操作音を出力させ
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ないオフ設定となるように設定制御信号を設定情報出力部３９６から出力させる（Ｓ４０
３）。情報端末側の操作音設定部２９０は、当該設定制御信号により操作音をオフ設定に
する（Ｓ４０４）。
【００４４】
　一方、電子装置１３０が優先されない場合、すなわち情報端末１１０が優先される場合
には（Ｓ４０２）、情報端末側の操作音を出力させるオン設定となるように設定制御信号
を設定情報出力部３９６から出力させる（Ｓ４０５）。これにより、情報端末側の操作音
設定部２９０は、当該設定制御信号により操作音をオン設定にする。さらに、電子装置側
の操作音設定部３９４は、電子装置自身の操作音を出力させないオフ設定に設定を変更す
る（Ｓ４０６）。
【００４５】
　こうして、ユーザの入力操作に応答する操作音は、電子装置自身により生成されたもの
か、情報端末により生成されたものかのいずれか一方が出力されることになり、従来のよ
うに、１回の入力操作に応答して２回の操作音が出力されることが防止される。
【００４６】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。図１２は、第２の実施例による操作音
の出力制御の動作フローを示す図である。第２の実施例では、情報端末１１０の操作音の
設定を外部から行うことができない場合である。電子装置側の設定可否判定部３９２は、
少なくとも、図９に示した設定問合せ信号に対して情報端末１１０から送信された設定可
通知信号が外部から設定をすることができないことを表しているか、設定問合せ信号に対
して情報端末１１０から応答がない場合には、情報端末１１０の操作音を外部から設定す
ることができないと判定する（Ｓ５０１）。この判定結果を受けて、操作音設定部３９４
は、電子装置側の操作音の設定を強制的にオフ設定にする（Ｓ５０２）。
【００４７】
　このように第２の実施例によれば、情報端末側の操作音の設定を外部から行うことがで
きない場合には、電子装置側の操作音の設定をオフにすることで、仮に、情報端末側の操
作音の設定がオンになっているのであれば、１回の入力操作に応答して１回の操作音のみ
が出力されるので、従来のように２回の操作音が出力される不具合は解消される。また、
情報端末側の操作音の設定がオフになっているのであれば、操作音の出力を望まないユー
ザの意思に従うことができる。
【００４８】
　さらに上記実施例では、入力操作に応答して操作音を出力させる機能を有する電子装置
を対象にしたが、仮に、電子装置が操作音を出力させる機能を持たない場合には、ユーザ
の指示に応じて情報端末の操作音を利用したり、利用しないことが可能である。すなわち
、情報端末の操作音を利用したい場合には、オン設定となる設定制御信号を出力させ、操
作音を利用したくない場合には、オフ設定となる設定制御信号を出力させるように、設定
出力部３９６を制御することができる。
【００４９】
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。第１の実施例では、情報端末側から提
供される設定可通知信号は、情報端末側の操作音の設定を外部から行うことができるか否
かを通知させるものであるが、第３の実施例では、情報端末側の操作音の設定情報を通知
する設定情報通知を電子装置に提供する。
【００５０】
　図１３は、第３の実施例に係る電子装置の操作音の設定機能を示すブロック図である。
同図に示すように、第３の実施例では、設定問合せ信号に応答して、情報端末側から設定
情報通知信号を取得し、当該設定情報通知信号から情報端末側の操作音の設定情報を知る
ものである。操作音設定部４０２は、設定情報検出部４００の検出結果に基づき既存の設
定情報を制御する。
【００５１】
　図１４は、第３の実施例の操作音の出力制御の動作フローを示す図である。電子装置１
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３０は、情報端末１１０から提供される設定情報通知信号から設定情報を検出する（Ｓ６
０１）。設定情報通知信号は、図９に示したシーケンスのように、電子装置側からの問合
せ信号に応答して情報端末により送信される。電子装置側の操作音設定部３９４は、情報
端末側の操作音の設定がオン設定になっているか否かを識別し（Ｓ６０２）、オン設定で
ある場合には、電子装置自身の操作音の設定をオフにする（Ｓ６０３）。他方、情報端末
側の操作音の設定がオフ設定である場合には、操作音設定部３９４は、電子装置自身の操
作音の設定をオンにする（Ｓ６０４）。こうすることで、１度の入力操作に応答した２度
の操作音の発生を防ぐことができる。
【００５２】
　また、ステップＳ６０１において、電子装置側からの問合せ信号に対して情報端末側か
ら何ら応答の信号がない場合には、操作音設定部３９４は、設定情報通知を検出すること
ができないと判定し（Ｓ６０１）、この場合には、電子装置側の操作音の設定を強制的に
オフに設定する（Ｓ６０４）。仮に、情報端末側がオン設定されている場合には、２度の
操作音が発生されることが抑制され、情報端末側がオフ設定されている場合には、操作音
は発生されない。
【００５３】
　次に、本発明の第４の実施例について説明する。第４の実施例では、入力操作に応答し
て発生される電子装置側の操作音のタイミングを制御するものである。図１および図２に
示したように、情報端末および電子装置の操作音の出力がともにオン設定である場合、タ
ッチパネルへの入力操作があると、電子装置側では、入力操作からｔ１時間経過後に操作
音Ｂ１が発生され、その後、入力操作からｔ２時間経過後に操作音Ｂ２が発生される。図
１５は、第４の実施例による操作音の出力制御動作を示すタイミングチャートである。図
１５(ａ)において、操作音Ｂ１は、本来であればｔ１時間後に、期間ｔＢ１だけ出力され
るが、本実施例では、出力期間をｔＢ１＋ｔｅに延長させ、少なくとも、操作音Ｂ１が出
力される期間（ｔＢ１＋ｔｅ）が操作音Ｂ２が出力される期間（ｔＢ２）と重複させる。
これにより、仮に、１度の入力操作に応答して２度の操作音が出力されたとしても、操作
音Ｂ１とＢ２が重複することで、あたかも１度の操作音のようにユーザに聞こえるように
する。
【００５４】
　また、図１５（ｂ）に示すように、操作音Ｂ１が出力されるタイミングを遅延させるよ
うにしてもよい。本来であれば、ｔ１時間後に発生される操作音Ｂ１を、操作音Ｂ２が発
生されるｔ２時間に整合するようにｔｄ時間だけ遅延させ、操作音Ｂ１の発生が操作音Ｂ
２の発生に重複させるようにしてもよい。ｔ１時間およびｔ２時間は、既知であるので、
延長する期間ｔｅまたは遅延する期間ｔｄは、操作音Ｂ２の出力期間ｔＢ２を考慮して適
宜決定することができる。操作音Ｂ１の延長または遅延は、図１に示す操作音出力部１６
によって行うことができる。
【００５５】
　次に、本発明の第６の実施例について説明する。図１６は、第６の実施例に係る操作音
設定機能のブロック図である。第６の実施例では、操作音データ識別部５００は、情報端
末１１０から送信される音声データから操作音データを識別する。情報端末側において、
ターミナルモード時の入力操作に応答して操作音データを送信するとき、当該操作音デー
タであることを識別可能な情報を符号化している場合には、操作音データ識別部５００は
、操作音データの有無を検出することが可能になる。操作音設定部５０２は、操作音デー
タ識別部５００の識別結果に基づき音声出力部３３０の操作音出力部３３２を制御する。
【００５６】
　図１７は、第６の実施例の操作音の出力制御の動作フローである。まず、タッチパネル
へのユーザ入力が行われると、その入力操作が検出される（Ｓ７０１）。本来であれば、
入力操作に応答した操作音データが提供され、操作音が出力されるが、第６の実施例では
、操作音設定部５０２は、操作音出力部３３２からの操作音データの出力を一時停止させ
る（Ｓ７０２）。次に、操作音データ識別部５００は、音声データ上に操作音データが存
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入力操作から一定時間内に音声データとして操作音データが送信されてくる。一定期間内
に操作音データが識別できた場合には、その識別結果を受けた操作音設定部５０２は、操
作音出力部３３２による操作音データの出力をキャンセルさせる（Ｓ７０４）。一方、一
定期間内に操作音データが識別できなかった場合には、情報端末側において操作音が出力
されない設定になっているので、操作音設定部５０２は、操作音出力部３３２による一時
停止を解除し、操作音データを出力させる（Ｓ７０５）。
【００５７】
　第６の実施例によれば、音声データから操作音データを識別ないし検出することで、情
報端末側の設定情報を検出することなく操作音の設定環境を知ることができ、それに応じ
て電子装置側の操作音の出力を制御することで、１度の入力操作に応答して複数の操作音
が出力されることを防止することができる。
【００５８】
　以上のように本発明の実施例では、次のような効果がある。
　情報端末側の操作音の設定が可能か不可能かを取得し、２通りの場合で、電子装置側の
操作音に対する振る舞いを選択することができる。
　ユーザの操作音に対する設定に合わせて、操作音の出力を制御することができる。
　情報端末側のさまざまな音声のうち、操作音のみを個別に制御することができる。
　情報端末側の操作音の設定が不可能でも、電子装置側が持つ操作音と情報端末側が出力
した操作音の両方を出力してしまうことを防ぐことができる。
　車載用電子装置の製品仕様に合わせて、情報端末側の操作音の出力を設定することがで
きる。
【００５９】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００６０】
１００：電子システム　　　　　　　　　１１０：携帯型情報端末
１２０：接続手段　　　　　　　　　　　１３０：電子装置
１３２：ディスプレイ　　　　　　　　　１３４：スピーカ
２９０：操作音設定部　　　　　　　　　２９２：外部設定可通知部
３３２：操作音出力部　　　　　　　　　３３４：音声合成部
３９２：設定可否判定部　　　　　　　　３９４：操作音設定部
３９６：設定情報出力部　　　　　　　　４００：設定情報検出部
４０２：操作音設定部　　　　　　　　　５００：操作音データ識別部
５０２：操作音設定部
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